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委 託 業 務 仕 様 書 

  

１ 委託業務名称 

令和８年度公害健康被害補償給付支給支援業務 

 

２ 委託期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月１９日 

 

３ 目的 

著しい大気汚染の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償給付等を

行うことにより、被害者等の迅速かつ公正な保護を図る。 

 

４ 業務内容 

 「公害健康被害の補償等に関する法律」及び関連通知等に基づく補償給付支給業務の

補助。 

（１） 公害診療報酬明細書等の点検集計事務 

点検明細書枚数：約２９０枚／月 

（２） 療養手当請求書等の点検集計事務 

点検請求書枚数：約８０枚／月 

（３）療養費（国内・国外）請求書等の点検及び公害診療報酬明細書等への換算事務 

    令和７年度処理件数 １件 

 

５ 履行場所 

  千葉市環境局環境保全部環境保全課（千葉市中央区千葉港１番１号） 

  ※作業はすべて市が指定する場所で行い、貸与する書類及び作成帳票は一切持ち出

し不可。 

 

６ 業務従事日時（予定） 

別添「公害健康被害診療報酬等審査会及び業務従事日程（予定）」のとおり。 

（毎月１０日から２５日までの期間のうち、発注者と受注者があらかじめ協議して

定める日（３日間）で９：００～１７：００までの間） 

 

７ 業務従事者 

各月３日間とも２名以上の従事者により業務を行う。 

業務従事者は、業務を行うにあたって必要な知識を有する技術者とする。 

  業務従事者のうち１名以上は、公害診療報酬明細書の点検を２年以上経験したこと

がある技術者であること。 

  なお、業務技術者の経歴を契約締結までに提出すること。（書式自由） 
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８ 業務細目 

別添「業務細目①（公害診療報酬明細書等の点検集計事務）」、「業務細目②（療養

手当請求書等の点検集計事務）」、「業務細目③（療養費（国内・国外）請求書等の点検

及び公害診療報酬明細書等への換算事務）」のとおり 

 

９ 事前説明 

 受注者決定後から従事日初日までの間に、必要に応じて環境保全課において事前

説明を行う。 

 

１０ 業務完了報告書 

受注者は業務完了後、発注者に業務完了報告書（代表者印押印のもの）を提出する

こと。 

 

１１ 業務責任者 

本契約は請負契約であるため、受注者は、業務内容について打合せや連絡調整を行

う「業務責任者」を選任し、発注者に届け出ること。また、業務責任者不在の場合

の代理の者もあらかじめ選任しておくこと。 

 

１２ 個人情報管理責任者 

受注者は個人情報管理責任者を選任し、発注者に届け出ること。 

 

１３ 支払い方法 

  業務完了報告書の検査後、一回で支払う完了払いとする。 

 

１４ その他 

 この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して決める。 


